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　長野県農業大学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和６年３月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

長野県規則第５号

　　　長野県農業大学校管理規則の一部を改正する規則

　長野県農業大学校管理規則（昭和51年長野県規則第４号）の一部を次のように改正する。

　別表の１中
「

」
を農業政策・団体論　　　　 講義 　　　１ 　　　15

「

」
に、農業政策・団体論　　　　 講義 　　　１ 　　　15

「

」

を
農業団体論　　　　　 講義 　　　１ 　　　15

農業気象学　　　　　 講義 　　　１ 　　　15

「

」
に、農業気象学　　　　 講義 　　　１ 　　　15

「

」

を
育種学　　　　　 講義 　　　１ 　　　15

食文化論　　　　　 講義 　　	0.5 　　　８

「

」
に改め、同表の２中食文化論　　　　 講義 　　	0.5 　　　８

「

」

を
農業生産工程管理学　　　 講義 　　　１ 　　　15

演習 　　	0.5 　　　15

「

」
に改める。農業生産工程管理学　　　 講義 　　　１ 　　　15

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２	　この規則の施行の日の前日から引き続き在学する者の履修すべき学科目については、この規則による改正後の長野県農業大学校管

理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

農業技術課


